
 

協議事項 

 

協議第２２号について、修正案を次のとおり提出する。 

 

 

平成１５年４月８日 

 

 

阿蘇中部４町村合併推進協議会会長 河 﨑 敦 夫 

 

 

協議第２２号（修正案） 財産及び債務の取扱いについて（財産区等） 

（１） 新しい財産区は設置しない。ただし、一の宮の財産区についてはそのまま存

続し、事務についても新市に引き継ぐものとする。 

（２） 部落有林等（純部落有林を除く。）については、出来る限り実態を調査した

上で合併までに調整するものとする。 

（３） 行政財産については、新市に引き継ぐものとする。 

普通財産の山林・原野については、その保全に努め、使用・処分等の権利関

係については、合併前の旧町村の旧慣行を適用し、新市に引き継ぐものとす

る。 

平成  年  月  日確認 

 

 



 

協議事項 

 

協議第２３号について、修正案を次のとおり提出する。 

 

 

平成１５年４月８日 

 

 

阿蘇中部４町村合併推進協議会会長 河 﨑 敦 夫 

 

 

協議第２３号（修正案） 一般職員の身分の取扱いについて 

 一般職の身分については、次のとおりとする。 

（１） 一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第９条第１項により、す

べて新市の職員として引継ぐものとする。 

（２） 職員定数は合併時の職員実数とし、合併までの新規採用は今後の退職者分を

上限とするとともに、合併後の職員数については、定員モデル及び類似団体

の定員を目標に定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものと

する。 

（３） 職員の給与については、職員の処遇及び適正化の観点から調整し、統一を図

る。 

（４） 職員の職の設置並びに職名については、人事管理及び職員の処遇の観点か

ら、合併時に統一する。 

 

平成  年  月  日確認 

 


